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１２２．０１  

 

併合の手続に関する取扱い  

 

 

１．２以上の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標登録出願（特

例法施行規則別表第１の第２欄に掲げるものを除く。）並びに特許権、実用新

案権、意匠権及び商標権に係る次の手続については、出願等の法域が同一であ

り、手続をする者及びその者の代理人が同一である場合に限り、一の書面での

提出により行うことができるものとする。  

（１）包括委任状の援用制限の届出  

２．前記１．により併合の手続がされた場合は、事件の表示に記載された全ての

事件について、それぞれ手続がなされたものとみなして取り扱う。  

３．次の表の第２欄に掲げる手続を行う場合は、同表の第３欄に掲げる書類を同

表の第４欄に掲げる書式により作成する。  

 

 手 続 書 類 名 書 式 

１  
包括委任状援用制限の届出  

（併合手続）  
包括委任状援用制限届  

書式  

第２８  

４．前記３．は、実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標登録出願に関する手

続に準用する。  

 

（改訂令和７・１）  

 


